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 公益認定等委員会は７⽉２９⽇、平成２８年度会計研究会にかかわるお知らせを発表しました。
その検討項⽬として、「公益法⼈会計の運⽤の点検と⾒直し・法⼈の負担軽減」、「よりわかりやす
い公益法⼈会計」及び「運⽤上、顕在化してきた問題点の是正」を挙げ、それらの検討事例とし
て「特定費⽤準備資⾦の運⽤の点検と⾒直し」や「公益⽬的取得財産残額の算定の⾒直し（定期
提出書類の別表 H）」「定期提出書類上の記載内容の明確化」「遊休財産算定の際に控除される財産
の明確化」などを挙げています。 
 
 これらの問題、特に特定費⽤準備資⾦の運⽤上の問題点については、制度発⾜時から公益法⼈
協会は度々指摘しその是正を要望してきたところです。その点で今回公益認定等委員会が「点検
と⾒直し」「問題点の是正」を発表したことは⼤いに歓迎すべきものです。 
 
 ただ、これらの問題の多くは、会計に近接していますが、本質は法律の運⽤（解釈）の問題で
あり、会計研究会がこれらを検討するということに違和感を覚えるものです。 
 
 今後、これら諸問題の⾒直しに当たっては、会計という観点からだけでなく、「公益の増進およ
び活⼒ある社会の実現」（公益認定法第１条）という、公益法⼈制度の理念に⽴ち返り、公益法⼈
が創造的で機敏な公益活動を通じて、安定的に社会に貢献することを⽀援する観点で、検討を進
めていただきたいと考えます。 
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